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【 請 求 項 ２ 】
　 第 一 の 装 置 と 第 二 の 装 置 と を ペ ア リ ン グ す る 方 法 で あ っ て 、 前 記 第 二 の 装 置 は 、 前 記 第
一 の 装 置 で あ る ワ ッ チ ド ッ グ 装 置 に 接 続 さ れ る ネ ッ ト ワ ー ク に 接 続 さ れ る よ う に 設 計 さ れ
、
　 当 該 方 法 は 、 ワ ッ チ ド ッ グ 装 置 が 存 在 す る 場 合 に の み そ の 動 作 を 許 可 す る た め の 前 記 第
二 の 装 置 を 機 器 構 成 す る ス テ ッ プ を 備 え 、 前 記 第 二 の 装 置 を 機 器 構 成 す る ス テ ッ プ は 、 前
記 ワ ッ チ ド ッ グ 装 置 の 公 開 識 別 子 を 前 記 第 二 の 装 置 の 記 憶 手 段 に 記 憶 す る ス テ ッ プ を 備 え
る 、
こ と を 特 徴 と す る 方 法 。
 

少 な く と も １ つ の ネ ッ ト ワ ー ク と 、 該 ネ ッ ト ワ ー ク に 接 続 さ れ 、 公 開 識 別 子 を 含 む 少 な
く と も １ つ の ワ ッ チ ド ッ グ 装 置 と 、 前 記 ネ ッ ト ワ ー ク に 接 続 さ れ る 少 な く と も １ つ の 電 気
装 置 と を 備 え る 盗 難 防 止 シ ス テ ム で あ っ て

前 記 電 気 装 置 は
記 憶 手 段 と
前 記 ワ ッ チ ド ッ グ 装 置 が 存 在 す る 場 合 に そ の 動 作 を 認 可 し 、 前 記 電 気 装 置 が 機 器 構 成 さ

れ た ワ ッ チ ド ッ グ 装 置 の 公 開 識 別 子 を 該 記 憶 手 段 に 記 憶 す る 機 器 構 成 手 段 と
前 記 電 気 装 置 が 前 記 ワ ッ チ ド ッ グ 装 置 を 含 む ネ ッ ト ワ ー ク に 接 続 さ れ た と き 、 少 な く と

も １ つ の ワ ッ チ ド ッ グ 装 置 を 識 別 す る 手 段 と
識 別 さ れ た ワ ッ チ ド ッ グ 装 置 が 前 記 電 気 装 置 が 機 器 構 成 さ れ た ワ ッ チ ド ッ グ 装 置 に 対 応

し て い な い 場 合 、 又 は 前 記 ネ ッ ト ワ ー ク が ワ ッ チ ド ッ グ 装 置 を 含 ま な い 場 合 、 前 記 電 気 装
置 を デ ィ ス エ ー ブ ル に す る 手 段 と
を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 盗 難 防 止 シ ス テ ム
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